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１．制度の概要

公共工事を受注・施工中（完成を含む）の組合員等（賛助会員を含）が、

発注者から将来受け取る工事請負代金債権を当協同組合に譲渡することにより、

工事出来高の範囲内で貸付けを受けられる公的制度です。

また、共同購買事業を活用することにより、資材の導入計画、施工管理をより

スムーズにすすめられ、資金繰りの改善、経営力等の強化を図れます。

２．共同購買事業が利用できる融資対象となる工事

宮崎県・宮崎市・串間市の発注した公共工事

３．基本的な仕組み

建設工事資金融資制度のご案内

公共工事の
発 注 者

協 同 組 合
組 合 員

（賛助会員）

③債権譲渡
の承諾

②債権譲渡
の申請

⑥工事代金支払

④融 資

工事費用に充当

①工事請負代金債権（未完成を含む）の譲渡
及び資材注文

労 務 費

下 請 代 金

資 材 代 金 等 の 支 払

※上記２以外の発注者では、資材の共同購買はご利用できません。

資 材 業 者

資材納入
工事代金入金後
資材代金支払

資材代金請求

資材代金交渉

⑤工事代金請求
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４．制度利用者のメリット

早 い！
借入申込後、２～３日以内で貸し付けが受けられます。

便 利！
債権譲渡することにより、必要な時に貸付を受けられるので、大変便利です。

特に県、宮崎市、串間市、発注工事は「工事履行報告書及び工事出来高確認申請書」を提出していただく

だけで保証人は必要ありません。

工事出来高の範囲内であれば、必要な額（必要な資材）を何度でも借入できます。

共同購買事業により資材調達ができます！ 《県、宮崎市・串間市発注工事限定》

組合から資材の供給が受けられます。《組合共同購買事業を利用》

資材は、当該工事の出来高率により供給を受け、代金の支払いは、工事完成金で相殺できます。

《上記以外の発注者工事では、共同購買事業はご利用できません。》

経審の評点アップ！
本制度を利用した工事金は、経営事項審査の経営状況分析における負債合計額から控除できるので、

経営事項審査の評点アップにつながります。

５．貸付金額
請負額の９０％以内で、且つ出来高の範囲内で資金の貸付けをします。また、発注者より前払金を受け

取った場合は、出来高金額より前払金、違約金等を控除した残額の範囲内です。（部分払金も含みます）

但し、前払金を受け取った場合は、出来高率６０％以上必要。

前払金を受け取らない場合は、出来高率２０％以上必要。

○ 組合員 は貸付け金額に応じ、貸付金利 年２．２％～２．８５％です。
※ 事務手数料、０．０７％～０．１５％が加算されます。

※ 金利は、金融情勢により変動します。

○ 賛助会員 は貸付け金額に応じ、 貸付金利 年２．７％～３．３５％です。
※ 事務手数料、０．０７％～０．１５％が加算されます。

※ 金利は、金融情勢により変動します。

計 算 式 貸付金額は、下表の算式の範囲内となります。

（例）請負金額１，０００万円、前払金４００万円、出来高率８０％で借入の場合

○債権譲渡額＝６００万円 （１,０００万円－４００万円）

○貸付金額＝２７０万円 （１,０００万円×８０％－４００万円－１００万円）×９０％

○当該工事が完成した場合

（１）発注者から協同組合へ工事代金６００万円が支払われます。

（１，０００万円《請負金額》－４００万円《前払金》）

（２）協同組合は資材代金を資材業者へ支払い。

（３）協同組合は貸付金２７０万円を清算し、手数料等を差し引いた残金を元請業者に返還します。

（資材供給をした時は、貸付金＋資材代金を清算し、残金を返還します。）

出来高率

９９％以下

100%(完成)

算 式

（ 請負額×出来高率－受領済額－違約金 ）×９０％《担保掛目》

請負額 × 出来高率 × 90％《担保掛目》 － 受領済額

違約金は、請負金額の１０％
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１.債権譲渡承諾依頼書

２.債権譲渡契約証書

３.借入申込書

４.借入申込書（資材代金）

５.工事履行報告書

６.出来高確認申請書

７.支払状況・支払計画書

８.約束手形

９.金銭消費貸借契約書

10.請求書

11.受益の意思表示

※３－①の借入申込書（資材代金）、11の受益の意思表示は、資材共同購買事業利用時のみ必要。

【工事完成】
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資料１３ 資料１３

資料１２

宮崎市、串間市

資料１-①

資料１０-①

資料１１

資料１２

資料４の１

資料９

資料３－①

制度利用の全体的な流れ

【契約・融資実行】

資料１-②-①、②-②

資料３

資料１-①

資料１-②-①、②-②

資料３

書 類 名 県

資料１１

資料１０-①

資料３－①

資料９

資料４

発注者に『債権譲渡承諾依頼書』（資料１－①）を提出

承

諾

後

、

組

合

へ

１

部

提

出

請負金額の増減が生じたら、速やかに契約書の控え
（写し）を協同組合に提出してください。

借入申込書および添付書類を組合へ持参もしくは郵送（発送）

組合より融資を受ける
（資材業者へ資材の注文）

発注者へ『工事請負代金請求書』（資料１１）を提出

発注者より組合へ工事金入金

組合より精算残金の支払い
（資材業者へ支払い）

関係書類等の作成

組合員は所属地区協会にて関係書類等（出来高）の確認
注）賛助会員は当組合にて関係書類等（出来高）の確認

※組合へあらかじめご希望の融資金額及び融資実行日をご連絡ください。

組合と『債権譲渡契約証書』（資料１－②－①、②－②）にて契約締結



借入申込の際にご準備いただく書類（県、宮崎市、串間市発注工事）

１．工事請負契約書（変更契約書）

契約書の写しをご提出下さい。２回目以降の申込時には不要です。

２．債権譲渡契約証書・・・資料１－②－①、１－②－②

発注者へ、証書（写し）×１部（原本は組合控1部、元請業者控1部）を提出し、

発注者の承諾後に、１部（原本）を、組合へご提出下さい。２回目以降の借入申込時には不要です。

３．債権譲渡承諾依頼書・・・資料１－①

発注者へ、３部（発注者控１部、組合控１部、元請業者控１部）を提出してください。

発注者の承諾後に、１部（原本）を、組合へご提出下さい。２回目以降の借入申込時には不要です。

（但し、請負金額に増減が生じた場合には、その都度、工事契約書の写しを組合へ

ご提出ください。 ※発注者への、債権譲渡変更承諾申請書は必要ありません。）

４．借入申込書・・・資料３ ご記入の上、ご提出下さい。

５．借入申込書（資材代金）・・・資料３－① ご記入の上、ご提出下さい。

工事請負契約約款第１１条（履行報告）に基づくものです。県発注工事は工事履行報告書、

６．工事履行報告書・・・資料４

県発注工事。発注者が確認印を押印したものをご提出下さい。

７．工事出来高確認申請書・・・資料４の１

宮崎市、串間市発注工事。発注者が確認印を押印したものをご提出下さい。

８．支払状況・支払計画書・・・資料９

主要な下請・資材の支払状況計画をご記入の上ご提出下さい。借入金の使途明細書では

ございません。但し、共同購買で資材供給を受ける方は、必ずその資材を明記して下さい。

２回目以降の申込時には不要です。

９．約束手形・・・資料１０－① 御社の座版、印鑑をご捺印の上、ご提出下さい。

10．金銭消費貸借契約書・・・資料１１ 御社の座版、印鑑をご捺印の上、ご提出下さい。

11．印鑑証明書 発行日から３ヵ月以内のものをご提出下さい。

債権譲渡していますので、組合名（組合印）の請求書で発注者に請求します。

12．請求書（工事完成後の工事代金の請求）・・・資料１２

発注者から組合へ工事代金が支払われると、組合は、貸付金、資材代金を精算した残額を

銀行振込にてお支払いたします。

※ 工事請負代金請求用紙は、組合所定の用紙をご使用願います。

（但し、所定の用紙がある場合は、組合にご送付くだされば、組合名（組合印）を押印して、ご返送いたします。）

特記事項
○ 組合員は、借入申込書を所属される地区支部長（地区協会長）の承認（下段の確認印）

を得た上で、ご提出下さい。

○ 賛助会員は、借入申込書及び関係書類等を直接当組合へ持参及び郵送してください。

賛助会員費は、年間１万円になります。（融資制度利用時年のみ会費発生）

別途、賛助会員申込の手続きを必ずおこなってください。

○ 資材の共同購買事業利用時は、必ず、資料１３の借入申込書（資材代金）に

必要事項を明記のうえ、ご提出下さい。
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資料１-①資料１-①※宮崎県と各市では書式が異なります

発注者名を明記

建設業者名を明記 （座版可）

氏名を明記

発注者への提出予定日を明記

工事名を明記
工事場所を明記

工期を明記

金額明記
金額明記

金額明記

発注者記入 日付明記
氏名を明記

建設業者名を明記

発注者記入 発番を明記

発注者記入 日付明記

発注者記入 座版押印

証書(資料１-②－②)の契約の日付を明記

捨印

発注者約款名を明記

発注者への提出予定日を明記
証書(資料１-②－①)の同項目と同一日



資料１-②－①資料１-②－①※宮崎県と各市では書式が異なります

建設業者名を明記

200円印紙
貼付後割印

工事名を明記
工事場所を明記

工期を明記

金額明記
金額明記
金額明記

発注者と契約した日を明記

捨印

発注者約款名を明記

発注者と契約した日を明記

発注者への提出予定日を明記
承諾依頼書(資料１-①)の同項目と同一日

証書(資料１-②－②)の契約の日付を明記



資料１-②－②

捨印

工期末日を明記

組合へ提出する日を明記

建設業者名を明記 （座版可）

氏名を明記



資料３

宮崎県建設事業協同組合 御中

宮崎市橘通西２丁目１番１１号

宮崎建設 株式会社

代表取締役 宮崎 一郎

関係書類を添付の上、下記の通り出来高による借入を申し込みます。

円

銀行 支店 1111351

宮崎建設 株式会社

宮崎 青葉

￥ １０．０００．０００

￥ ６，０００，０００

※借入申込の際は、地区審議委員の承認が必要です。

１． 工事請負契約書 （ 変更契約書 ）

２． 債権譲渡承諾依頼書 所定のもの

３． 債権譲渡契約証書 所定のもの

４． （県）工事履行報告書、（宮崎市、串間市）工事出来高確認申請書 裏面参照

５． 支払状況・支払計画書 所定のもの

６． 約束手形 所定のもの

７． 金銭消費貸借契約書 所定のもの

８． 印鑑証明書 発行日から３ヶ月以内のもの

精算日

利用者コード

回

譲渡受付簿№

宮崎

貸№番 号

平成 年 月 日

1

口座名義

新規 ・ 第

決 済 欄

支 部 長
確 認 印

％
検
印

工事出来高 書類確認

添 付 書 類

受付日 平成 年 月 日

部 数

1

１

１

１

平成 ２２ 年 ５ 月 ３０ 日

摘 要
写原本

町・村

中間・部分払

1.普通

2.当座

口座番号

借 入 申 込 書

申込者

住 所

商号又は名称

平成 年 月 日

代 表 者 名

連 絡 先

借入希望日

返済予定日

着 工 平成 ２２ 年 1 月 10 日 完 成

1

平成 ２２ 年 ４ 月 1 日

理
事
長

局

長

担

当

１

１

借 入 金

振 込 先

譲渡金額

申 込 金 額

工 事 名

工事場所

工 期

請負金額

譲

渡

契

約

内

容

借
入
に
係
る
債
権

宮崎

市・郡

￥ ４，０００，０００

発 注 者

受領済額

宮崎土木事務所長 鈴木 太郎

前払

平成 ２２ 年 ４ 月 ３０ 日

￥

平成２１年度 第１号河川災害復旧工事

印

県・宮崎市・串間市工事用

電 話 0985（22）2111
担当者 宮崎

各地区
会長印

印

電 話 0985（22）2111
担当者 宮崎

各地区
会長印



資料３－①

宮崎県建設事業協同組合 御中

宮崎市橘通西２丁目１番１１号

宮崎建設 株式会社

代表取締役 宮崎 一郎

関係書類を添付の上、下記の通り出来高による借入を申し込みます。

円

銀行 支店 1111351

宮崎 宮崎 宮崎建設 株式会社

￥

￥

￥

※借入申込の際は、地区審議委員の承認が必要です。

0

0

0

0

6,000ｋｇ 300,000

0

異形棒鋼 SD345 D10 50

単 価 金 額

MK側溝２種300AT25 300*300*2000 100 本 10,000 1,000,000

品 目 規 格 ・ 形 状

ミヤザキ二次製品

鉄筋

新規 ・ 第

担

当

決 済 欄

理
事
長

局

長

貸№

支 部 長
確 認 印

回 番 号

工事出来高 書類確認
利用者コード 受付日

％
検
印

平成 年 月 日

譲渡受付簿№ 精算日 平成 年 月 日

譲渡金額 12,000,000

資 材 購 入 明 細 書 (資材注文書等の写しをご提出下さい。)

納 入 業 者 名 数量 単 位

平成 ２２年 ７ 月 ３１ 日

￥

請負金額 20,000,000

受領済額 前払 8,000,000 中間・部分払

工 期 着 工 平成 ２２ 年 ４ 月 １ 日 完 成

借
入
に
係
る
債
権

譲

渡

契

約

内

容

工 事 名 平成２１年度 第１号河川災害復旧工事

工事場所 宮崎 市・郡 青葉 町・村 １丁目

振 込 先 2.当座 口座名義

発 注 者 宮崎土木事務所長 鈴木 太郎

平成 ２２年 ４月 １日

返済予定日 平成 ２２年 ７月 ３１日

工 事 代 金 1.普通 口座番号

商号又は名称

代 表 者 名

連 絡 先

資 材 代 金
申 込 金 額

資材納入日

借 入 申 込 書 （資 材 代 金）
平成 年 月 日

申込者

住 所

印

電 話 （ ）
担当者

県・宮崎市・串間市工事用

印

電 話 0985（22）2111
担当者 宮崎



（請負人）

宮崎市橘通西２丁目１－１１

有限会社 宮崎建設

代表取締役 宮崎 一郎

平成２１年度 第１号河川災害復旧工事

平成２２年１月１０日～平成２２年４月３０日

平成２２年３月３１日（３月分）

（記事欄）

上記の通り、相違ないことを確認する。

宮崎土木事務所

所長 土木 太郎 印

資料４【履行報告書に発注者の確認印があるもの】

丁 丙 乙 甲

総 括
監督員

主 任
監督員

現 場
代理人

主任(監理)
技術者

７７

予定工程 ％

（ ）は工程変更後

実施工程 ％

５

３０

０

３３平成２２年２月

平成２２年３月３１日

７０

１００

工 期

工事履行報告書

平成２２年４月

平成２２年３月

平成２２年１月

月 別

日 付

工 事 名

備考



工事出来高確認申請書に発注者の確認印があるもの】 資料４の１

業
者
記
入
項
目

発
注
者
記
入
項
目



資料９



資料１０

①県・宮崎市・串間市発注工事



資料１１



資料１２

様式第１２号（約款第３２条関係）

上記工事の完成検査及び引渡しを終了しましたので､請負代金を
請求します｡

18 年 1 月 31 日

宮崎市橘通東２丁目９番１９号

宮崎県建設事業協同組合
理事長 ひむか 一郎

宮崎市橘通西２丁目１番１１号

有限会社 宮崎建設
代表取締役 宮崎 一郎

商 号 又は 名称

代 表 者 氏 名

宮崎土木事務所長 土木 太郎 殿

代 表 者 氏 名

請 負 者 住 所

平成

債 権 譲 受 者 住 所

商 号 又は 名称

円

差 引 金 額 一金 6,000,000 円

円 第３回 一金

第２回 一金 円損害賠償責任額 一金 円

第１回 一金

円 部分払金受領済額内訳

回数 金 額

円円

中 問 前 払 金 一金 円

内

訳

前 払 金 一金 4,000,000

部 分 払 金 一金

そ の 他の 金額 一金

請負代金額 一金 10,000,000 円

月 日引 渡 日 平成 年

日
至 平成 22 年 4 月 30 日

工 事 場 所 宮崎市青葉町

工 期
自 平成 22 年 1 月 10

0 0

工 事 名 平成２１年度 第１号河川災害復旧工事

工 事 請 負 代 金 請 求 書

請 求 金 額 ￥ 6 0 0 0 0

口 座 番 号 №２００１２８７
口 座 名 義 宮崎県建設事業協同組合

口 座 振 替 申 出 表 示
金融機関の名称 宮崎銀行県庁支店
預 金 の 種 類 当座預金

円十百千万十百千億十

印

印



資料１３

資材業者

建設企業

証書(資料１-②－②)の契約の日付を明記

発注者と契約した日を明記

発注者名


